
令和６年度 第３回教育・保育部会 

 

令 和 7 年 1 月 28 日 （ 火 ） 

午 後 1 時 30 分 ～ 3 時 30 分 

名 古 屋 市 公 館  小 会 議 室 

 

 

１ ≪報 告≫ 

 

（１）保育提供体制の確保のための実施計画等について 

【資料１】 

 （２）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

【資料２】 

 

 

２ ≪議 題≫ 

 

（１）認定こども園における認定・利用定員の設定について 

【資料３】 

（２）令和７年４月における新たな利用定員の設定について 

                  【資料４】 

 

 

 

 

 

 

＜次回開催予定＞ 

日時：令和 7年 3～4月頃 
場所：未定 
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

 

１ 概 要 

全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライ

フスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能

枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども

誰でも通園制度」）が創設されることとなった。 → 令和８年度本格実施予定 

 

２ 本格実施に向けた国の動き 

時 期 内   容 

令和６年度 
・制度の本格実施を見据えた試行的事業の実施 

- 118 自治体（令和６年９月 30 日現在）本市は２か所で実施 

６月 12 日 ・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律公布 

６月 26 日 
・「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会」

（第１回） 

９月 26 日 ・第２回検討会 （第１回の議論を踏まえ引続き意見聴取） 

10 月 30 日 

・第３回検討会 （令和７年度対応の方向性（案）の提示） 

 - 利用可能時間 

 - 人員配置、設備運営基準等 

 - 安定的な運営の確保 等 

12 月 26 日 
・第４回検討会 → 議論の取りまとめ（案）（令和７年度の

事業の実施や令和８年度の給付制度の実施に向けて） 

１月 ・乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定 

３月 ・検討会とりまとめ 

令和７年４月 ・改正児童福祉法施行 → 事業の法制度化 

令和７年度中 ・国において、乳児等通園支援事業の確認基準の制定 

令和８年４月 
・改正子ども・子育て支援法施行  

⇒ 新たな給付制度として開始 
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３ 国の検討会による取りまとめ（案） 

第４回検討会において、令和７年度の制度のあり方について、以下のとおり、

取りまとめられた。 

事 項 内 容 

１．利用可能時間 こども一人あたり月 10 時間 

２．対象施設 保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所、家庭

的保育事業所、地域子育て支援拠点、企業主導型保育事業

所、認可外保育施設、児童発達支援センター等（「等」は駅

前等の利便性の高い場所や空き店舗などを想定） 

３．対象となるこ

ども 

０歳６か月～満３歳未満 

４．利用方式 「定期的な利用方式」、「定期的でない柔軟な利用方式」に

ついて、自治体や事業者において選択可能 

５．実施方式 ・一般型（在園児合同又は専用室独立実施） 

・余裕活用型 

６．人員配置基準 乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者を配置し、その

うち保育士を 1／2 以上 ※一時預かり事業に準じた基準 

７．設備基準 「４ 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

（内閣府令案）」参照 

８．補助単価 ０歳：1,300 円、１歳：1,100 円、２歳： 900 円 

加算：障害児、要支援家庭のこども 400 円 

医療的ケア児 2,400 円 

９．その他 ・総合支援システム 

 ①利用者が予約する（予約管理）、②事業者がこどもの情

報を把握したり、市町村が利用状況を確認できる（データ

管理）、③事業者から市町村への請求ができる（請求書発行）

ことの３つの機能を持つシステムの導入 

・手引き 

 実施事業者、保育者、自治体が参考とすることができる

手引きを年度末までに提示予定 

 ※ 利用可能時間等について、令和８年度の本格実施に向け、令和７年度の国の

検討会において、改めて検討される見込み 
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４ 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（内閣府令） 

  ※ 再掲（令和６年 12 月９日開催、第２回教育・保育部会 資料１） 

（１）乳児等通園支援事業の区分 

   乳児等通園支援事業について、以下の区分により規定。 

   ① 一般型乳児等通園支援事業 

    ②余裕活用型乳児等通園支援事業に該当しないもの 

   ② 余裕活用型乳児等通園支援事業 

     保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等を行う事業所において、当

該施設等を利用する児童の数が利用定員の総数に満たない場合に、利用定

員の総数から利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳

児等通園支援事業 

 

（２）一般型乳児等通園支援事業の設備及び職員の基準等 

区 分 内 容 

乳 児 室 の 面 積 乳児又は満２歳に満たない幼児１人につき 1.65 ㎡以上 

ほふく室の面積 乳児又は満２歳に満たない幼児 1 人につき 3.3 ㎡以上 

保育室又は遊戯

室 の 面 積 
満２歳以上の幼児１人につき 1.98 ㎡以上 

必 要 な 設 備 乳児室又はほふく室／保育室又は遊戯室／便所 

職 員 の 配 置 ・乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者を配置し、その

うち保育士を 1／2 以上とすること 

・保育従事者の数は２名を下ることはできないが、保育所等

と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員（保育従事

者に限る。）による支援を受けられる場合には、保育士 1 名

で処遇できる乳幼児数の範囲内において、保育従事者を保

育士 1 名とすることができる 

・保育士以外の保育従事者は研修（子育て支援員研修等）を

修了した者  等  

  ※ 一時預かり事業に準じた基準 

（３）余裕活用型乳児等通園支援事業の設備及び職員の基準 

  ア 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

  イ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第３条第２

項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 
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  ウ 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、

設備及び運営に関する基準 

  エ 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業所等の設備及び運営に関

する基準（居宅訪問型保育事業に係るものを除く） 

 

５ 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の検討状況 

  ※ 再掲（令和６年 12 月９日開催、第２回教育・保育部会 資料１） 

（１）条例制定における基本的な考え方 

   国の「設備及び運営に関する基準」は、乳児等通園支援事業を適切に運営す

るための基準として規定されるものであることから、国基準を基本としつつ、

本市の実情に応じて必要な規定を設けることとする。 

  ※ 「名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び

「名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」に

準じて、検討 

 

（２）国の基準（内閣府令）から変更を検討する主な事項 

  ア 総則的事項 

検討事項 内 容 理 由 

なごや子ども

の権利条例の

理念の追加 

なごや子どもの権利条例

の理念に則り、運営するこ

とを追加 

なごや子どもの権利条例に基づ

き、子どもの健やかな育ちを保

障するため 

防犯及び事故

防止 

防犯・事故防止対策を講じ

ることを追加 

防犯及び事故防止の意識を高め

るとともに、緊急時の安全確保

を図るもの 

非常災害対策 

 

大規模な災害を想定し、飲

料水及び食料を備蓄する

ことを追加（努力義務規

定） 

本市が南海トラフ巨大地震の想

定震源域であることを踏まえ、

大規模災害に備えた基準等を定

めるもの 

帳簿の保存 帳簿の性質、内容等に応じ

て市長が定める基準に従

い保存することを追加 

帳簿の保存について明確にする

もの 

暴力団の排除 

 

運営にあたって、暴力団を

利することとならないよ

うにすることを追加 

暴力団排除のための責務を明確

にするもの 
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  イ 個別的事項 

   (ｱ) 各諸室の面積 

乳児室の面積について、内閣府令案が準拠している児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準では、「1.65 ㎡以上」と規定されているのに対し、

名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例では、

「3.3 ㎡以上」と国基準より高い水準で規定しており、現行の本市基準に

準拠させることで検討。 

 

検討事項 変更内容 理 由 

乳児室の面積 3.3 ㎡以上 

（国基準：1.65 ㎡

以上） 

ほふくの開始時期の判断を適切に行

うことは困難であることから、利用

子どもの安全を確保するため。 

また、本市における現行の保育所等

の基準に準拠させるため。 

 

     保育室・遊戯室の面積について、内閣府令案が準拠している児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準により、「1.98 ㎡以上」と規定されており、

保育所や幼保連携型認定こども園における本市基準は同基準に準拠してい

る。一方で、小規模保育事業では、家庭的保育事業に合わせる形で本市基

準は「3.3 ㎡以上」と国基準より高い水準で規定している。乳幼児の受入

れ実績のある保育所をはじめとする施設が主な対象施設になることを考慮

し、「1.98 ㎡以上」と現行の保育所等における本市基準（国基準と同様）

とすることで検討。 

 

  （参考）主な諸室面積の比較 

 乳児等通

園支援事

業（内閣

府令） 

名古屋市 

条例（案） 

保育所 

幼保連携型 

認定こども園 

小規模 

保育事業 

家庭的 

保育事業 

乳児室 1.65 ㎡ 3.3 ㎡ 
3.3 ㎡ 

(1.65→3.3) 
3.3 ㎡ 

3 人まで 

9.9 ㎡ 保育室・ 

遊戯室 
1.98 ㎡ 1.98 ㎡ 1.98 ㎡ 

3.3 ㎡ 

(1.98→3.3) 

※ ゴシック体・下線部分は、本市において、国基準に対して上乗せして規定

している内容 

※ 小規模保育事業所（Ａ・Ｂ型）の乳児室の国基準は、3.3 ㎡以上 
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６ 今後のスケジュール（予定） 

時 期 内   容 

５月 ・実施事業者の公募開始 

７月 ・基準条例の制定 

・基準条例に基づく認可事務の開始 

秋頃 ・本市における乳児等通園支援事業開始 

冬頃 ・国において、乳児等通園支援事業の確認基準の制定後、本市

における条例案の検討 

令和８年４月 ・乳児等通園支援事業の確認条例の制定 

・確認条例に基づく確認の開始 

 

７ 今後の意見聴取等について 

（１）改正子ども・子育て支援法の施行により、令和８年４月、本制度は新たな給

付制度として実施されることから、国において、令和７年度中に乳児等通園支

援事業の確認基準の制定予定。 

（２）国の確認基準制定後、本市における条例案について検討の上、教育・保育部

会において説明予定。 

（３）支援給付を行うため、市町村は事業所ごとに利用定員を定めて、事業者の確

認を行う必要があることから、令和８年４月以降に乳児等通園支援事業を実施

する事業所の利用定員を定めるため、教育・保育部会において意見聴取予定。 
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参
酌

す
べ

き
基

準
 

国
基

準
と

同
様

 

第
5

条
 

（
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

の
一

般
原

則
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
人

権
に

十
分

配
慮

す
る

と
と

も
に

、
一

人
一

人
の

人
格

を
尊

重
し

て
、

そ

参
酌

す
べ

き
基

準
 

な
ご

や
子

ど
も

の
権

利

条
例

の
理

念
に

則
り

、

資料 2 - 7



2
 

 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

の
運

営
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

②
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
地

域
社

会
と

の
交

流
及

び
連

携
を

図
り

、
利

用
乳

幼
児

の
保

護
者

及
び

地
域

社
会

に
対

し
、

そ
の

行
う

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

運
営

の
内

容
を

適
切

に
説

明
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

③
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
自

ら
そ

の
提

供
す

る
乳

児
等

通
園

支
援

の
質

の
評

価
を

行
い

、
常

に
そ

の
改

善
を

図
ら

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

④
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
定

期
的

に
外

部
の

者
に

よ
る

評
価

を
受

け
て

、
そ

の
結

果
を

公
表

し
、

常
に

そ
の

改
善

を

図
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

⑤
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

は
、

法
に

定
め

る
事

業
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

⑥
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
の

構
造

設
備

は
、

採
光

、
換

気
等

利
用

乳
幼

児
の

保
健

衛
生

及
び

利
用

乳
幼

児
に

対
す

る
危

害

防
止

に
十

分
な

考
慮

を
払

っ
て

設
け

ら
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

運
営

す
る

こ
と

を
追

加
 

第
6

条
 

（
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
と

非
常

災
害

）
 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
軽

便
消

火
器

等
の

消
火

用
具

、
非

常
口

そ
の

他
非

常
災

害
に

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と

も
に

、
非

常
災

害
に

対
す

る
具

体
的

計
画

を
立

て
、

こ
れ

に
対

す
る

不
断

の
注

意
と

訓
練

（
次

項
の

訓
練

を
除

く
。

）
を

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

②
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
少

な
く

と
も

毎
月

一
回

、
避

難
及

び
消

火
に

関
す

る
訓

練
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

大
規

模
な

災
害

を
想

定

し
、

飲
料

水
及

び
食

料

を
備

蓄
す

る
こ

と
を

追

加
（

努
力

義
務

規
定

）
 

第
7

条
 

（
安

全
計

画
の

策
定

等
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
安

全
の

確
保

を
図

る
た

め
、

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

ご
と

に
、

当
該

乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
の

設
備

の
安

全
点

検
、

職
員

、
利

用
乳

幼
児

等
に

対
す

る
事

業
所

外
で

の
活

動
、

取
組

等
を

含
め

た
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
で

の
生

活
そ

の
他

の
日

常
生

活
に

お
け

る
安

全
に

関
す

る
指

導
、

職
員

の
研

修
及

び
訓

練
そ

の
他

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

に
お

け
る

安
全

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

の
計

画
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

安
全

計

画
」

と
い

う
。

）
を

策
定

し
、

当
該

安
全

計
画

に
従

い
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

②
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
職

員
に

対
し

、
安

全
計

画
に

つ
い

て
周

知
す

る
と

と
も

に
、

前
項

の
研

修
及

び
訓

練
を

定

期
的

に
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

③
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
安

全
の

確
保

に
関

し
て

保
護

者
と

の
連

携
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
保

護
者

に

対
し

、
安

全
計

画
に

基
づ

く
取

組
の

内
容

等
に

つ
い

て
周

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

④
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
定

期
的

に
安

全
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
安

全
計

画
の

変
更

を
行

う
も

の

と
す

る
。

 

従
う

べ
き

基
準

 
国

基
準

と
同

様
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乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

第
8

条
 

（
自

動
車

を
運

行
す

る
場

合
の

所
在

の
確

認
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
事

業
所

外
で

の
活

動
、

取
組

等
の

た
め

の
移

動
そ

の
他

の
利

用
乳

幼
児

の

移
動

の
た

め
に

自
動

車
を

運
行

す
る

と
き

は
、

利
用

乳
幼

児
の

乗
車

及
び

降
車

の
際

に
、

点
呼

そ
の

他
の

利
用

乳
幼

児
の

所
在

を
確

実
に

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
る

方
法

に
よ

り
、

利
用

乳
幼

児
の

所
在

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

②
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
送

迎
を

目
的

と
し

た
自

動
車

（
運

転
者

席
及

び
こ

れ
と

並
列

の
座

席
並

び

に
こ

れ
ら

よ
り

一
つ

後
方

に
備

え
ら

れ
た

前
向

き
の

座
席

以
外

の
座

席
を

有
し

な
い

も
の

そ
の

他
利

用
の

態
様

を
勘

案
し

て
こ

れ
と

同
程

度
に

利
用

乳
幼

児
の

見
落

と
し

の
お

そ
れ

が
少

な
い

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く
。

）
を

日
常

的
に

運
行

す
る

と
き

は
、

当
該

自
動

車
に

ブ
ザ

ー
そ

の
他

の
車

内
の

利
用

乳
幼

児
の

見
落

と
し

を
防

止
す

る
装

置
を

備
え

、
こ

れ
を

用
い

て
前

項
に

定
め

る
所

在
の

確
認

（
利

用
乳

幼
児

の
降

車
の

際
に

限
る

。
）

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

従
う

べ
き

基
準

 
国

基
準

と
同

様
 

第
9

条
 

（
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
の

職
員

の
一

般
的

要
件

）
 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
者

の
職

員
は

、
健

全
な

心
身

を
有

し
、

豊
か

な
人

間
性

と
倫

理
観

を
備

え
、

児
童

福
祉

事
業

に
熱

意

の
あ

る
者

で
あ

っ
て

、
で

き
る

限
り

児
童

福
祉

事
業

の
理

論
及

び
実

際
に

つ
い

て
訓

練
を

受
け

た
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

国
基

準
と

同
様

 

第
1

0
条

 
（

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
者

の
職

員
の

知
識

及
び

技
能

の
向

上
等

）
 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
の

職
員

は
、

常
に

自
己

研
鑽

に
励

み
、

法
に

定
め

る
事

業
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な

知
識

及
び

技
能

の
修

得
、

維
持

及
び

向
上

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

②
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
職

員
に

対
し

、
そ

の
資

質
の

向
上

の
た

め
の

研
修

の
機

会
を

確
保

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

国
基

準
と

同
様
 

第
１

１
条

 
（

他
の

社
会

福
祉

施
設

等
を

併
せ

て
設

置
す

る
と

き
の

設
備

及
び

職
員

の
基

準
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
は

、
他

の
社

会
福

祉
施

設
等

を
併

せ
て

設
置

す
る

と
き

は
、

そ
の

行
う

乳
児

等
通

園
支

援
に

支

障
が

な
い

場
合

に
限

り
、

必
要

に
応

じ
当

該
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
の

設
備

及
び

職
員

の
一

部
を

併
せ

て
設

置
す

る
他

の
社

会
福

祉
施

設
等

の
設

備
及

び
職

員
に

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

従
う

べ
き

基
準

 

（
乳

児
等

通
園

支

援
事

業
者

の
職

員

に
係

る
部

分
に

限

る
。

）
 

国
基

準
と

同
様
 

第
１

２
条

 
（

利
用

乳
幼

児
を

平
等

に
取

り
扱

う
原

則
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
国

籍
、

信
条

、
社

会
的

身
分

又
は

利
用

に
要

す
る

費
用

を
負

担
す

る
か

否

か
に

よ
っ

て
、

差
別

的
取

扱
い

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

従
う

べ
き

基
準

 
国

基
準

と
同

様
 

第
１

３
条

 
（

虐
待

等
の

防
止

）
 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
の

職
員

は
、

利
用

乳
幼

児
に

対
し

、
法

第
3

3
条

の
1

0
各

号
に

掲
げ

る
行

為
そ

の
他

当
該

利

従
う

べ
き

基
準

 
国

基
準

と
同

様
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乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

用
乳

幼
児

の
心

身
に

有
害

な
影

響
を

与
え

る
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

第
１

４
条

 
（

衛
生

管
理

等
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
使

用
す

る
設

備
、

食
器

等
又

は
飲

用
に

供
す

る
水

に
つ

い
て

、
衛

生
的

な

管
理

に
努

め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

②
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

お
い

て
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な

い
よ

う
に

、
職

員
に

対
し

、
感

染
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

研
修

並
び

に
感

染
症

の
予

防
及

び
ま

ん
延

の
防

止
の

た
め

の
訓

練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

③
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

は
、

必
要

な
医

薬
品

そ
の

他
の

医
療

品
を

備
え

る
と

と
も

に
、

そ
れ

ら
の

管
理

を
適

正
に

行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

国
基

準
と

同
様
 

第
1

5
条

 
（

食
事

）
 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
食

事
の

提
供

を
行

う
場

合
（

施
設

外
で

調
理

し
運

搬
す

る
方

法
に

よ
り

行
う

場
合

を
含

む
。

）
に

お
い

て
は

、
当

該
施

設
に

お
い

て
行

う
こ

と
が

必
要

な
調

理
の

た
め

の
加

熱
、

保
存

等
の

調
理

機
能

を
有

す
る

設
備

を
備

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

従
う

べ
き

基
準

 
国

基
準

と
同

様
 

第
1

6
条

 
（

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

内
部

の
規

程
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
次

に
掲

げ
る

事
業

の
運

営
に

つ
い

て
の

重
要

事
項

に
関

す
る

規
程

を
定

め
て

お
か

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

目
的

及
び

運
営

の
方

針
 

二
 

そ
の

行
う

乳
児

等
通

園
支

援
の

内
容

 

三
 

職
員

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

の
内

容
 

四
 

乳
児

等
通

園
支

援
の

提
供

を
行

う
日

及
び

時
間

並
び

に
提

供
を

行
わ

な
い

日
 

五
 

保
護

者
か

ら
受

領
す

る
費

用
の

種
類

、
支

払
を

求
め

る
理

由
及

び
そ

の
額

 

六
 

乳
児

、
幼

児
の

区
分

ご
と

の
利

用
定

員
 

七
 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

利
用

の
開

始
、

終
了

に
関

す
る

事
項

及
び

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

 

八
 

緊
急

時
等

に
お

け
る

対
応

方
法

 

九
 

非
常

災
害

対
策

 

十
 

虐
待

の
防

止
の

た
め

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

十
一

 
そ

の
他

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

 

 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

国
基

準
と

同
様
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5
 

 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

第
1

7
条

 
（

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

に
備

え
る

帳
簿

）
 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

は
、

職
員

、
財

産
、

収
支

及
び

利
用

乳
幼

児
の

処
遇

の
状

況
を

明
ら

か
に

す
る

帳
簿

を
整

備

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

帳
簿

の
性

質
、

内
容

等

に
応

じ
て

市
長

が
定

め

る
基

準
に

従
い

保
存

す

る
こ

と
を

追
加

 

第
1

8
条

 
（

秘
密

保
持

等
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
の

職
員

は
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

乳
幼

児
又

は
そ

の
家

族
の

秘

密
を

漏
ら

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

②
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
職

員
で

あ
っ

た
者

が
、

正
当

な
理

由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

乳
幼

児
又

は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

す
こ

と
が

な
い

よ
う

、
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

従
う

べ
き

基
準

 
国

基
準

と
同

様
 

第
1

9
条

 
（

苦
情

へ
の

対
応

）
 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
そ

の
行

っ
た

乳
児

等
通

園
支

援
に

関
す

る
利

用
乳

幼
児

又
は

そ
の

保
護

者
等

か
ら

の
苦

情

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を

設
置

す
る

等
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

②
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
そ

の
行

っ
た

乳
児

等
通

園
支

援
に

関
し

、
市

町
村

か
ら

の
指

導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合

は
、

当
該

指
導

又
は

助
言

に
従

っ
て

必
要

な
改

善
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

国
基

準
と

同
様

 

第
２

章
 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
 

 
第

１
節

 
通

則
 

第
2

0
条

 
（

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

区
分

）
 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

は
、

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

及
び

余
裕

活
用

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

と
す

る
。

 

②
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
と

は
、

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
で

あ
っ

て
次

項
に

定
め

る
も

の
に

該
当

し
な

い
も

の
を

い

う
。

 

③
余

裕
活

用
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
と

は
、

保
育

所
、

認
定

こ
ど

も
園

（
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の

総
合

的
な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8

年
法

律
第

7
7

号
。

以
下

「
認

定
こ

ど
も

園
法

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第

６
項

に
規

定
す

る
認

定
こ

ど
も

園
を

い
い

、
保

育
所

で
あ

る
も

の
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

）
又

は
家

庭
的

保
育

事
業

等
（

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

）
を

行
う

事
業

所
に

お
い

て
、

そ
の

施
設

又
は

事
業

を
利

用
す

る
児

童
の

数
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

利
用

児
童

数
」

と
い

う
。

）
が

そ
の

施
設

又
は

事
業

に
係

る
利

用
定

員
の

総
数

に
満

た
な

い
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

利
用

定
員

の
総

数
か

ら
当

該
利

用
児

童
数

を
除

い
た

数
以

下
の

数
の

乳
幼

児
を

対
象

と
し

て
行

う
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

を
い

う
。

 

従
う

べ
き

基
準

 
国

基
準

と
同

様
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乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

第
２

節
 

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

 

第
2

1
条

 

      

（
設

備
の

基
準

）
 

①
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を

行
う

事
業

所
（

以
下

「
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

」
と

い
う

。
）

の
設

備
の

基

準
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

一
 

乳
児

又
は

満
２

歳
に

満
た

な
い

幼
児

を
利

用
さ

せ
る

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

は
、

乳
児

室
又

は
ほ

ふ
く

室

及
び

便
所

を
設

け
る

こ
と

。
 

二
 

乳
児

室
の

面
積

は
、

乳
児

又
は

前
号

の
幼

児
１

人
に

つ
き

1
.6

5
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

こ
と

。
 

三
 

ほ
ふ

く
室

の
面

積
は

、
乳

児
又

は
第

１
号

の
幼

児
１

人
に

つ
き

3
.3

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

四
 

乳
児

室
又

は
ほ

ふ
く

室
に

は
、

乳
児

等
通

園
支

援
に

必
要

な
用

具
を

備
え

る
こ

と
。

 

五
 

満
２

歳
以

上
の

幼
児

を
利

用
さ

せ
る

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

は
、

保
育

室
又

は
遊

戯
室

及
び

便
所

を
設

け

る
こ

と
。

 

六
 

保
育

室
又

は
遊

戯
室

の
面

積
は

、
前

号
の

幼
児

１
人

に
つ

き
1

.9
8

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

七
 

保
育

室
又

は
遊

戯
室

に
は

、
乳

児
等

通
園

支
援

に
必

要
な

用
具

を
備

え
る

こ
と

。
 

八
 

乳
児

室
、

ほ
ふ

く
室

、
保

育
室

又
は

遊
戯

室
（

以
下

「
保

育
室

等
」

と
い

う
。

）
を

２
階

に
設

け
る

建
物

は
、

次
の

イ
、

ロ
及

び
ヘ

の
要

件
に

、
保

育
室

等
を

３
階

以
上

に
設

け
る

建
物

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

イ
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5

年
法

律
第

2
0

1
号

）
第

２
条

第
９

号
の

２
に

規
定

す
る

耐
火

建
築

物
又

は
同

条
第

９
号

の
３

に
規

定
す

る
準

耐
火

建
築

物
で

あ
る

こ
と

。
 

ロ
 

保
育

室
等

が
設

け
ら

れ
て

い
る

次
の

表
の

上
欄

に
掲

げ
る

階
に

応
じ

、
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

区
分

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
下

欄
に

掲
げ

る
施

設
又

は
設

備
が

一
以

上
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 

従
う

べ
き

基
準

 

（
調

理
設

備
に

係

る
部

分
に

限

る
。

）
 

乳
児

室
の

面
積

基
準

を

上
乗

せ
し

て
規

定
 

（
1

.6
5

㎡
か

ら
3

.3

㎡
に

拡
大

）
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乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

 
階

 
区

分
 

施
設

又
は

設
備

 

2
階

 

 
 

常
用

 
1

 
屋

内
階

段
 

2
 

屋
外

階
段

 

避
難

用
 

1
 

建
築

基
準

法
施

行
令

（
昭

和
2

5
年

政
令

第
3

3
8

号
）

第
1

2
3

条
第

1
項

各
号

又
は

同
条

第
3

項
各

号
に

規
定

す
る

構
造

の
屋

内
階

段
 

2
 

待
避

上
有

効
な

バ
ル

コ
ニ

ー
 

3
 

建
築

基
準

法
第

2
条

第
7

号
の

2
に

規
定

す
る

準
耐

火
構

造
の

屋
外

傾
斜

路
又

は
こ

れ

に
準

ず
る

設
備

 

4
 

屋
外

階
段

 

３
階

 

 
 

常
用

 
1

 
建

築
基

準
法

施
行

令
第

1
2

3
条

第
1

項
各

号
又

は
同

条
第

3
項

各
号

に
規

定
す

る
構

造

の
屋

内
階

段
 

2
 

屋
外

階
段

 

避
難

用
 

1
 

建
築

基
準

法
施

行
令

第
1

2
3

条
第

1
項

各
号

又
は

同
条

第
3

項
各

号
に

規
定

す
る

構
造

の
屋

内
階

段
 

2
 

建
築

基
準

法
第

2
条

第
7

号
に

規
定

す
る

耐
火

構
造

の
屋

外
傾

斜
路

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

設
備

 

3
 

屋
外

階
段

 

４
階

以
上

の
階

 

常
用

 
1

 
建

築
基

準
法

施
行

令
第

1
2

3
条

第
1

項
各

号
又

は
同

条
第

3
項

各
号

に
規

定
す

る
構

造

の
屋

内
階

段
 

2
 

建
築

基
準

法
施

行
令

第
1

2
3

条
第

2
項

各
号

に
規

定
す

る
構

造
の

屋
外

階
段

 

 
 

避
難

用
 

１
 

建
築

基
準

法
施

行
令

第
1

2
3

条
第

1
項

各
号

又
は

同
条

第
3

項
各

号
に

規
定

す
る

構
造

の
屋

内
階

段
（

た
だ

し
、

同
条

第
1

項
の

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

階
段

の
構

造
は

、
建

築
物

の
1

階
か

ら
保

育
室

等
が

設
け

ら
れ

て
い

る
階

ま
で

の
部

分
に

限
り

、
屋

内
と

階
段

室
と

は
、

バ
ル

コ
ニ

ー
又

は
付

室
（

階
段

室
が

同
条

第
3

項
第

2
号

に
規

定
す

る
構

造
を

有
す

る
場

合

を
除

き
、

同
号

に
規

定
す

る
構

造
を

有
す

る
も

の
に

限
る

。
）

を
通

じ
て

連
絡

す
る

こ
と

と

し
、

か
つ

、
同

条
第

3
項

第
3

号
、

第
4

号
及

び
第

1
0

号
を

満
た

す
も

の
と

す
る

。
）

 

２
 

建
築

基
準

法
第

2
条

第
7

号
に

規
定

す
る

耐
火

構
造

の
屋

外
傾

斜
路

 

３
 

建
築

基
準

法
施

行
令

第
1

2
3

条
第

2
項

各
号

に
規

定
す

る
構

造
の

屋
外

階
段
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乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

 
ハ

 
ロ

に
掲

げ
る

施
設

及
び

設
備

が
避

難
上

有
効

な
位

置
に

設
け

ら
れ

、
か

つ
、

保
育

室
等

の
各

部
分

か
ら

そ
の

一
に

至

る
歩

行
距

離
が

3
0

メ
ー

ト
ル

以
下

と
な

る
よ

う
に

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

ニ
 

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

調
理

設
備

（
次

に
掲

げ
る

要
件

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

以
下

こ
の

ニ
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

設
け

る
場

合
に

は
、

当
該

調
理

設
備

以
外

の
部

分
と

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所

の
調

理
設

備
の

部
分

が
建

築
基

準
法

第
２

条
第

７
号

に
規

定
す

る
耐

火
構

造
の

床
若

し
く

は
壁

又
は

建
築

基
準

法
施

行

令
第

1
1

2
条

第
１

項
に

規
定

す
る

特
定

防
火

設
備

で
区

画
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

換
気

、
暖

房

又
は

冷
房

の
設

備
の

風
道

が
、

当
該

床
若

し
く

は
壁

を
貫

通
す

る
部

分
又

は
こ

れ
に

近
接

す
る

部
分

に
防

火
上

有
効

に

ダ
ン

パ
ー

が
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
１

）
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
も

の
で

自
動

式
の

も
の

が
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
２

）
調

理
用

器
具

の
種

類
に

応
じ

て
有

効
な

自
動

消
火

装
置

が
設

け
ら

れ
、

か
つ

、
当

該
調

理
設

備
の

外
部

へ
の

延
焼

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

ホ
 

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
の

壁
及

び
天

井
の

室
内

に
面

す
る

部
分

の
仕

上
げ

を
不

燃
材

料
で

し
て

い
る

こ

と
。

 

ヘ
 

保
育

室
等

そ
の

他
乳

幼
児

が
出

入
し

、
又

は
通

行
す

る
場

所
に

、
乳

幼
児

の
転

落
事

故
を

防
止

す
る

設
備

が
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

ト
 

非
常

警
報

器
具

又
は

非
常

警
報

設
備

及
び

消
防

機
関

へ
火

災
を

通
報

す
る

設
備

が
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

チ
 

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
の

カ
ー

テ
ン

、
敷

物
、

建
具

等
で

可
燃

性
の

も
の

に
つ

い
て

防
炎

処
理

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 
 

第
2

2
条

 

        

 

（
職

員
）

 

①
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

に
は

、
保

育
士

（
国

家
戦

略
特

別
区

域
法

（
平

成
2

5
年

法
律

第
1

0
7

号
）

第
1

2
条

の
５

第
５

項
に

規
定

す
る

事
業

実
施

区
域

内
に

あ
る

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

あ
っ

て
は

、
保

育
士

又
は

当
該

事
業

実
施

区
域

に
係

る
国

家
戦

略
特

別
区

域
限

定
保

育
士

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

そ
の

他
乳

児
等

通
園

支
援

に
従

事
す

る
職

員
と

し
て

市
町

村
長

が
行

う
研

修
（

市
町

村
長

が
指

定
す

る
都

道
府

県
知

事
そ

の
他

の
機

関
が

行
う

研
修

を
含

む
。

）
を

修
了

し
た

者
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

乳
児

等
通

園
支

援
従

事
者

」
と

い
う

。
）

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

②
乳

児
等

通
園

支
援

従
事

者
の

数
は

、
乳

児
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
人

以
上

、
満

１
歳

以
上

満
３

歳
未

満
の

幼
児

お
お

む

ね
６

人
に

つ
き

１
人

以
上

と
し

、
そ

の
う

ち
半

数
以

上
は

保
育

士
と

す
る

。
た

だ
し

、
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

一
に

つ
き

２
人

を
下

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

従
う

べ
き

基
準

 
国

基
準

と
同

様
 

 
③

 
第

１
項

に
規

定
す

る
乳

児
等

通
園

支
援

従
事

者
は

、
専

ら
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
に

従
事

す
る

も
の

で
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
専

ら
当

該
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
に

従
事
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（
参
考
資
料
 
１
）
 

9
 

 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

す
る

職
員

を
１

人
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

一
 

当
該

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

と
保

育
所

、
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
そ

の
他

の
施

設
又

は
事

業
（

以
下

「
保

育
所

等
」

と
い

う
。

）
と

が
一

体
的

に
運

営
さ

れ
て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を

行

う
に

当
た

っ
て

当
該

保
育

所
等

の
職

員
（

保
育

そ
の

他
の

子
育

て
支

援
に

従
事

す
る

職
員

に
限

る
。

）
に

よ
る

支
援

を

受
け

る
こ

と
が

で
き

、
か

つ
、

専
ら

当
該

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

に
従

事
す

る
職

員
が

保
育

士
で

あ
る

と
き

。
 

二
 

当
該

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

を
利

用
し

て
い

る
乳

幼
児

の
人

数
が

３
人

以
下

で
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

保
育

所
等

を
利

用
し

て
い

る
乳

幼
児

の
保

育
が

現
に

行
わ

れ
て

い
る

乳
児

室
、

ほ
ふ

く
室

、
保

育
室

又
は

遊
戯

室
に

お
い

て

当
該

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

が
実

施
さ

れ
、

か
つ

、
当

該
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を

行
う

に
当

た
っ

て

当
該

保
育

所
等

の
保

育
士

に
よ

る
支

援
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
。

 

第
2

３
条

 
（

乳
児

等
通

園
支

援
の

内
容

）
 

①
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
に

お
け

る
乳

児
等

通
園

支
援

は
、

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
第

3
5

条
に

規
定

す
る

内
閣

総
理

大
臣

が
定

め
る

指
針

に
準

じ
、

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

特
性

に
留

意
し

て
、

利
用

乳
幼

児
及

び
そ

の
保

護
者

の
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

て
提

供
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

従
う

べ
き

基
準

 

（
第

2
6

条
に

お

い
て

重
用

す
る

場

合
を

含
む

。
）

 

国
基

準
と

同
様

 

第
2

４
条

 
（

保
護

者
と

の
連

絡
）

 

①
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を

行
う

者
は

、
利

用
乳

幼
児

の
保

護
者

と
密

接
な

連
絡

を
と

り
、

乳
児

等
通

園
支

援
の

内

容
等

に
つ

き
、

そ
の

保
護

者
の

理
解

及
び

協
力

を
得

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

国
基

準
と

同
様

 

第
３

節
 

余
裕

活
用

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

 

第
2

5
条

 
（

設
備

及
び

職
員

の
基

準
）

 

①
余

裕
活

用
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を

行
う

事
業

所
（

以
下

「
余

裕
活

用
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

」
と

い
う

。
）

の

設
備

及
び

職
員

の
基

準
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
施

設
又

は
事

業
所

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

一
 

保
育

所
 児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
保

育
所

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

 

二
 

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
以

外
の

認
定

こ
ど

も
園

 認
定

こ
ど

も
園

法
第

３
条

第
２

項
に

規
定

す
る

主
務

大
臣

が
定

め
る

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
 

三
 

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
 幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
学

級
の

編
制

、
職

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
平

成
2

6
年

内
閣

府
・

文
部

科
学

省
・

厚
生

労
働

省
令

第
１

号
）

 

四
 

家
庭

的
保

育
事

業
等

を
行

う
事

業
所

 家
庭

的
保

育
事

業
等

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

2
6

年
厚

生
労

働
省

令
第

6
1

号
）

（
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

 

従
う

べ
き

基
準

 

 

以
下

条
例

で
定

め
る

基

準
 

一
 

保
育

所
 

名
古

屋
市

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営

に
関

す
る

基
準

を
定

め

る
条

例
 

二
 

幼
保

連
携

型
認

定

こ
ど

も
園

以
外

の
認

定

こ
ど

も
園

 

名
古

屋
市

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
以

外

の
認

定
こ

ど
も

園
の

認
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1
0
 

 

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
国

の
基

準
）

 
基

準
の

分
類

 
本

市
の

考
え

方
 

定
の

要
件

を
定

め
る

条

例
 

三
 

幼
保

連
携

型
認

定

こ
ど

も
園

 

名
古

屋
市

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
の

学

級
の

編
制

、
職

員
、

設

備
及

び
運

営
に

関
す

る

基
準

を
定

め
る

条
例

 

四
 

家
庭

的
保

育
事

業

等
を

行
う

事
業

所
 

 
名

古
屋

市
家

庭
的

保

育
事

業
等

の
設

備
及

び

運
営

に
関

す
る

基
準

を

定
め

る
条

例
 

第
2

6
条

 
（

準
用

）
 

①
第

2
3

条
及

び
第

2
4

条
の

規
定

は
、

余
裕

活
用

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

に
つ

い
て

、
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

第
2

3
条

中
「

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

」
と

あ
る

の
は

「
余

裕
活

用
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
」

と
し

、
第

2
4

条
中

「
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を

行
う

者
」

と
あ

る
の

は
「

余
裕

活
用

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

を
行

う
者

」

と
す

る
。

 

 
 

第
３

章
 

雑
則

 

第
2

7
条

 
（

電
磁

的
記

録
）

 

①
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

者
及

び
そ

の
職

員
は

、
記

録
、

作
成

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

の
う

ち
、

こ
の

府
令

の
規

定

に
お

い
て

書
面

（
書

面
、

書
類

、
文

書
、

謄
本

、
抄

本
、

正
本

、
副

本
、

複
本

そ
の

他
文

字
、

図
形

等
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
情

報
が

記
載

さ
れ

た
紙

そ
の

他
の

有
体

物
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

で
行

う
こ

と
が

規
定

さ
れ

て
い

る
、

又
は

想
定

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
書

面
に

代
え

て
、

当
該

書
面

に
係

る
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で
あ

っ
て

、
電

子
計

算
機

に
よ

る
情

報
処

理
の

用
に

供
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

）
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

参
酌

す
べ

き
基

準
 

国
基

準
と

同
様
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（参考資料 ２） 

 
 

旧五大市における令和６年度こども誰でも通園制度試行的事業の実施

状況について  

（令和７年１月時点） 

区分 横浜 京都 大阪 神戸 

実施か所数 14 か所 13 か所 17 か所 23 か所 

施設類型 

認可保育所 6 3 4 4 

 認定こども園 1 5 10 16 

幼稚園 4 2 1 0 

その他 3 3 2 3 

運営主体 

社会福祉法人 4 7 7 20 

 学校法人 5 3 7 1 

公立 2 0 1 1 

 株式会社 0 1 0 0 

 ＮＰＯ 2 0 2 0 

 その他 1 2 0 1 

実施方法 

余裕活用型 
内訳は不明 

（限定はし

ていない） 

3 0 0 

 一般型 
（在園児合同） 

8 4 14 

一般型 
（専用室） 

2 14 9 

専用室有無 

あり 
不明 

3 14 9 

 なし 10 3 14 

利用方法 

定期利用 14 3 17 11 

 自由利用 0 10 0 8 

 併用可 0 0 0 4 

独自の補助制度 

 
不明 不明 

・事務費： 

120 円/時間 

・0 歳児加算： 

160 円/時間 

・事務費： 

1,200 円/受入

れ可能時間 10 時

間あたり 

（R6 のみの対応） 

※ 利用者の保険については、各自治体とも実施施設で加入。 

※ 大阪市の実施方法の合計が実施か所数と合わないのは一般型（在園児合同）

と一般型（専用室）の両方を行っている施設があるため。 

※ 各自治体とも令和７年度の内容は調整中。 
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